
医政発第１００２０１１号
平成１８年１０月２日

各 都 道 府 県 知 事 殿

厚生労働省医政局長

共同利用施設整備事業実施要綱等の一部改正について

平成１８年度の三位一体の改革において、医療施設等施設整備費補助金、医
療施設等設備整備費補助金及び医療施設運営費等補助金に係る事業について、

、 、 、一部税源移譲が行われ 事業の実施主体の対象が変更となることに伴い 今般
下記の実施要綱の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、平成１８年４月１日
から適用することとしたので通知する。
なお貴管下関係者に対しては、貴職からこの旨通知されたい。
また、このことについて、別途他所管課等から同様の理由により実施要綱の
改正通知があることにつき、あらかじめご了知願いたい。

記

１ 昭和５９年１０月２５日健政発第２６３号厚生省健康政策局長通知「共同
利用施設及び地域医療研修センターの整備について」の別添「共同利用施設
整備事業実施要綱」

２ 平成５年６月１５日健政発第３８７号厚生省健康政策局長通知「院内感染
対策施設整備事業の実施について」の別添「院内感染対策施設整備事業実施
要綱」

３ 平成６年６月２３日健政発第４９３号厚生省健康政策局長通知「院内感染
対策設備整備事業の実施について」の別添「院内感染対策設備整備事業実施
要綱」

４ 平成１８年２月３日医政発第０２０３００５号本職通知「アスベスト除去
等整備事業の実施について」の別添「アスベスト除去等整備事業実施要綱」
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別 紙
共同利用施設整備事業実施要綱一部改正新旧対照表

改 正 後 現 行

共同利用施設整備事業実施要綱 共同利用施設整備事業実施要綱

第１ 公的医療機関等による共同利用施設 第１ 公的医療機関等による共同利用施設

１ 目的 １ 目的
（略） （略）

２ 事業の実施主体 ２ 事業の実施主体
この事業の実施主体は、医療法第３１条の規定による都道府県、市町村、その（１）施設

他厚生労働大臣が定める者及び厚生労働大臣が適当と認める者とする。この事業の実施主体は、厚生労働大臣が適当と認める者とする。(但し、普通
地方公共団体、特別地方公共団体、地方独立行政法人、特定地方独立行政法人、
日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会及び
社会福祉法人北海道社会事業協会を除く。)

（２）設備
この事業の実施主体は、厚生労働大臣が適当と認める者とする。(但し、普通

地方公共団体、特別地方公共団体、地方独立行政法人及び特定地方独立行政法人
を除く。)

３ 運営方法３ 運営方法
(略)(略)

４ 整備基準 ４ 整備基準
（略） （略）

５ 整備内容 ５ 整備内容
（略） （略）

第２ 地域医療支援病院の共同利用部門 第２ 地域医療支援病院の共同利用部門
（略） （略）



別添

共同利用施設整備事業実施要綱

第１ 公的医療機関等による共同利用施設

１ 目的

この事業は、公的医療機関等を地域の中心的な医療機関として位置づけ、開放

型病棟若しくは共同利用を目的とした高額医療機器を整備し、共同利用施設とし

て地域の医療機関相互の密接な連携と機能分担の促進、医療資源の効率的活用を

図り、もって地域の医療水準の向上に資することを目的とする。

２ 事業の実施主体

（１）施設

この事業の実施主体は、厚生労働大臣が適当と認める者とする。(但し、普通地方公

、 、 、 、 、共団体 特別地方公共団体 地方独立行政法人 特定地方独立行政法人 日本赤十字社

社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会及び社会福祉法人北海道社

会事業協会を除く。)

（２）設備

この事業の実施主体は、厚生労働大臣が適当と認める者とする。(但し、普通地方公

共団体、特別地方公共団体、地方独立行政法人及び特定地方独立行政法人を除く。)

３ 運営方法

（１）共同利用施設は、共同利用施設運営委員会(以下「運営委員会｣という ）。

を設置し、１の目的に従い運営に関する必要事項を定めるものとする。

（２）運営委員会の委員は、市町村、共同利用施設、地域医師会、保健所等に所属

する者より構成するものとする｡

（３）運営委員会は、都道府県に設置された協議組織と密接な連携をとり地域医療

計画の一環として整合性のある運営を行うものとする。

（４）運営委員会は概ね３ヶ月に１回以上開催するものとする。

４ 整備基準

（１）共同利用施設は概ね二次医療圏単位に整備するものとする｡

（２）共同利用施設を整備しようとする者は、事前に圏域内の医師会の同意を得る

とともに、保健所、市町村及び都道府県等と調整を行うものとする｡

５ 整備内容

（１）施設

ア 特殊診療棟（共同利用高額医療機器設置に必要な特殊診療部門）

イ 開放型病棟（病室、診察室、処置室、寝具倉庫、廊下、便所、暖冷房、附



属設備等。ただし、病院に置かれるものに限る ）。

（２）設備

共同利用高額医療機器

第２ 地域医療支援病院の共同利用部門

１ 目的

この事業は、地域医療支援病院における共同利用部門の体制を整備し、共同利

用施設として地域の医療機関相互の密接な連係と機能分担の促進、医療資源の効

率的活用を図り、もって地域の医療水準の向上に資することを目的とする｡

２ 事業の実施主体

この事業の実施主体は、医療法第４条第１項の規定により地域医療支援病院と

しての承認を受けた病院の開設者及び承認を受けようとする病院の開設者とする｡

３ 運営方法

医療法、医療法施行規則及び関係通知の規定に基づき、共同利用を実施するこ

と。

４ 整備内容

（１）施設

ア 特殊診療棟（共同利用高額医療機器設置に必要な特殊診療部門）

イ 開放型病棟（病室、診察室、処置室、寝具倉庫、廊下、便所、暖冷房、附

属設備等。ただし、病院に置かれるものに限る ）。

（２）設備

共同利用高額医療機器
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